
 
令和４年１２月２４日 

四 国 地 方 整 備 局  

 

 

国道５６号 災害対策基本法に基づく道路区間指定の廃止について 
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につきましては、１

２月２３日１２時３０分に災害対策基本法に基づく道路区間指定を行いましたが、１２

月２４日７時００分、道路区間指定について廃止しましたのでお知らせします。 

 

 

                      記 

 

 

路線名 廃止する道路区間 

国道５６号 高知県土佐市鷹ノ巣 ～ 高知県須崎市吾井郷（L=6.0km） 

 

 

 

   土佐国道事務所ホームページ https://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/ 
 

Twitter情報 https://twitter.com/mlit_tosa/ 
 

 

 

お問い合わせ先 （○主な問い合わせ先） 

国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 電話 088-884-0359（代表） 

副所長（管理）   柳川
やながわ

 克一
かついち

  （内線）205 

○管理第一課長      石本
いしもと

 雅
まさ

幸
ゆき

  （内線）431 

https://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/
https://twitter.com/mlit_tosa/

